
○

人
事
院
規
則
一
七
―
〇
―
一
五
〇
（
人
事
院
規
則
一
七
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
）

新
旧
対
照
表
（
人
事
院
規
則
一
七
―
〇

別
表
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

職

員

組

織

改
正
後

改
正
前

内

閣

府

内

部

部

局

・
・
・
内
閣
府
審
議
官

防
災
監

官
房
長

政
策
統
括
官
・
・
・

・
・
・
内
閣
府
審
議
官

官
房
長

政
策
統
括
官
・
・
・

金

融

庁

内

部

部

局

・
・
・
国
際
室
長

金
融
経
済
教
育
推
進
室
長
・
・
・
損
害
保
険
・
少
額

・
・
・
国
際
室
長

資
産
運
用
高
度
化
室
長

金
融
経
済
教
育
推
進
室
長

短
期
保
険
監
督
室
長

資
産
運
用
調
整
官

課
長
補
佐
（
総
括
）

課
長

・
・
・
損
害
保
険
・
少
額
短
期
保
険
監
督
室
長

課
長
補
佐
（
総
括
）

補
佐
（
管
理
）
・
・
・

課
長
補
佐
（
管
理
）
・
・
・

デ

ジ

タ

ル

庁

デ
ジ
タ
ル
庁
設
置

デ
ジ
タ
ル
審
議
官

統
括
官

総
括
審
議
官

審
議
官
・
・
・

デ
ジ
タ
ル
審
議
官

統
括
官

審
議
官
・
・
・

法
（
令
和
三
年
法

律
第
三
十
六
号
）

第
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
職
又

は
当
該
職
の
つ
か

さ
ど
る
職
務
の
全

部
若
し
く
は
一
部

を
助
け
る
職
に
就

い
て
い
る
職
員
で

構
成
さ
れ
る
組
織

総

務

省

内

部

部

局

・
・
・
準
公
営
企
業
室
長

資
産
評
価
室
長

国
際
機
関
室
長

研
究
推

・
・
・
準
公
営
企
業
室
長

資
産
評
価
室
長

研
究
推
進
室
長
・
・
・
宇

進
室
長
・
・
・
宇
宙
通
信
調
査
室
長

情
報
通
信
経
済
室
長
・
・
・
国
際

宙
通
信
調
査
室
長

多
国
間
経
済
室
長

情
報
通
信
経
済
室
長
・
・
・
国

放
送
推
進
室
長

配
信
サ
ー
ビ
ス
事
業
室
長

貯
金
保
険
室
長

信
書
便

際
放
送
推
進
室
長

地
域
放
送
推
進
室
長

検
査
監
理
室
長

貯
金
保
険

事
業
室
長

国
際
企
画
室
長
・
・
・
課
長
補
佐
（
管
理
）
（
大
臣
官
房
、

室
長

国
際
企
画
室
長
・
・
・
課
長
補
佐
（
管
理
）
（
大
臣
官
房
、
企
画

企
画
調
整
課
、
行
政
課
、
公
務
員
課
、
福
利
課
、
財
政
課
、
自
治
税
務
局

調
整
課
、
行
政
課
、
公
務
員
課
、
福
利
課
、
財
政
課
、
自
治
税
務
局
企
画

企
画
課
、
国
際
戦
略
局
国
際
戦
略
課
、
情
報
流
通
行
政
局
総
務
課
、
情
報

課
、
国
際
戦
略
局
国
際
戦
略
課
、
情
報
流
通
行
政
局
総
務
課
、
情
報
通
信

通
信
政
策
課
、
総
合
通
信
基
盤
局
総
務
課
又
は
統
計
局
総
務
課
に
所
属
す

政
策
課
、
総
合
通
信
基
盤
局
総
務
課
又
は
統
計
局
総
務
課
に
所
属
す
る
者

る
者
に
限
る
。
）

参
事
官
補
佐
（
国
際
戦
略
局
参
事
官
の
職
務
全
般
に

に
限
る
。
）

参
事
官
補
佐
（
国
際
戦
略
局
参
事
官
の
職
務
全
般
に
つ
い

つ
い
て
こ
れ
を
直
接
補
佐
す
る
者
及
び
人
事
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る

て
こ
れ
を
直
接
補
佐
す
る
者
に
限
る
。
）

統
計
情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
官

者
に
限
る
。
）

統
計
情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
官
補
佐
（
統
計
情
報
シ
ス
テ

補
佐
（
統
計
情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
官
の
職
務
全
般
に
つ
い
て
こ
れ
を
直
接

ム
管
理
官
の
職
務
全
般
に
つ
い
て
こ
れ
を
直
接
補
佐
す
る
者
に
限
る
。
）

補
佐
す
る
者
に
限
る
。
）

統
計
企
画
管
理
官
補
佐
（
人
事
及
び
予
算
に

統
計
企
画
管
理
官
補
佐
（
人
事
及
び
予
算
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る

関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
者
に
限
る
。
）

恩
給
管
理
官
補
佐
（
恩
給
管



者
に
限
る
。
）

恩
給
管
理
官
補
佐
（
人
事
、
組
織
又
は
予
算
に
関
す
る

理
官
の
職
務
全
般
に
つ
い
て
こ
れ
を
直
接
補
佐
す
る
者
及
び
人
事
、
組
織

事
務
を
担
当
す
る
者
に
限
る
。
）

専
門
官
（
人
事
又
は
職
員
団
体
に
関

又
は
予
算
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
者
に
限
る
。
）

専
門
官
（
人
事

す
る
事
務
を
担
当
す
る
者
に
限
る
。
）
・
・
・

又
は
職
員
団
体
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
者
に
限
る
。
）
・
・
・

外

務

省

内

部

部

局

・
・
・
儀
典
総
括
官

要
人
往
来
支
援
総
括
官

欧
州
経
済
戦
略
官

国

・
・
・
儀
典
総
括
官

国
際
報
道
官

国
際
保
健
戦
略
官
・
・
・
企
画
官

際
保
健
戦
略
官
・
・
・
企
画
官
（
予
算
又
は
職
員
団
体
に
関
す
る
事
務
を

（
予
算
又
は
職
員
団
体
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
者
に
限
る
。
）

人

担
当
す
る
者
に
限
る
。
）

人
事
企
画
官

福
利
厚
生
室
長
・
・
・
宇
宙

事
企
画
官

デ
ジ
タ
ル
化
推
進
室
長

福
利
厚
生
室
長
・
・
・
宇
宙
・
海

・
海
洋
安
全
保
障
政
策
室
長

国
連
政
策
室
長

国
連
制
裁
室
長
・
・
・

洋
安
全
保
障
政
策
室
長

経
済
安
全
保
障
政
策
室
長

国
連
制
裁
室
長
・

地
域
調
整
官
（
人
事
又
は
予
算
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
者
に
限
る
。

・
・
地
域
調
整
官
（
人
事
又
は
予
算
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
者
に
限

）

日
米
地
位
協
定
室
長

中
東
欧
バ
ル
ト
室
長

中
央
ア
ジ
ア
・
コ
ー

る
。
）

日
米
地
位
協
定
室
長

中
央
ア
ジ
ア
・
コ
ー
カ
サ
ス
室
長

官

カ
サ
ス
室
長

官
民
連
携
推
進
室
長

サ
ー
ビ
ス
貿
易
室
長

資
源
安
全

民
連
携
推
進
室
長

資
源
安
全
保
障
室
長

欧
州
連
合
経
済
室
長

経
済

保
障
室
長

経
済
協
力
開
発
機
構
室
長

開
発
協
力
企
画
室
長
・
・
・
領

協
力
開
発
機
構
室
長

サ
ー
ビ
ス
貿
易
室
長

開
発
協
力
企
画
室
長
・
・

事
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
室
長

海
外
邦
人
安
全
支
援
室
長

課
長
補
佐
（
総

・
領
事
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
室
長

邦
人
テ
ロ
対
策
室
長

課
長
補
佐
（
総

括
）
・
・
・

括
）
・
・
・

財

務

省

沖
縄
地
区
税
関

・
・
・
密
輸
対
策
企
画
室
長

統
括
監
視
官

特
別
監
視
官

保
税
地
域

・
・
・
密
輸
対
策
企
画
室
長

統
括
監
視
官

保
税
地
域
監
督
官
・
・
・

監
督
官
・
・
・

国

税

庁

国

税

局

・
・
・
営
繕
監
理
官

総
括
税
務
相
談
官

業
務
セ
ン
タ
ー
室
長

源
泉

・
・
・
営
繕
監
理
官

総
括
税
務
相
談
官

源
泉
所
得
税
事
務
集
中
処
理

所
得
税
事
務
集
中
処
理
セ
ン
タ
ー
室
長
・
・
・

セ
ン
タ
ー
室
長
・
・
・

沖
縄
国
税
事
務
所

・
・
・
統
括
国
税
徴
収
官

審
理
官

企
画
調
整
官

主
任
国
税
管
理
官

・
・
・
統
括
国
税
徴
収
官

審
理
官

主
任
国
税
管
理
官
（
統
括
国
税
管

（
統
括
国
税
管
理
官
の
職
務
全
般
に
つ
い
て
こ
れ
を
直
接
補
佐
す
る
者
に

理
官
の
職
務
全
般
に
つ
い
て
こ
れ
を
直
接
補
佐
す
る
者
に
限
る
。
）

総

限
る
。
）

総
括
税
務
相
談
官

業
務
セ
ン
タ
ー
室
長

集
中
電
話
催
告

括
税
務
相
談
官

集
中
電
話
催
告
セ
ン
タ
ー
室
長
・
・
・

セ
ン
タ
ー
室
長
・
・
・

厚

生

労

働

省

内

部

部

局

・
・
・
麻
薬
対
策
企
画
官

石
綿
対
策
室
長

労
働
基
準
Ｄ
Ｘ
企
画
官

・
・
・
麻
薬
対
策
企
画
官

石
綿
対
策
室
長

労
働
条
件
確
保
改
善
対
策

労
働
条
件
確
保
改
善
対
策
室
長
・
・
・

室
長
・
・
・

経

済

産

業

省

内

部

部

局

・
・
・
東
ア
ジ
ア
経
済
統
合
企
画
官

情
報
保
全
室
長

情
報
調
査
室
長

・
・
・
東
ア
ジ
ア
経
済
統
合
企
画
官

情
報
調
査
室
長

技
術
調
査
・
流

技
術
調
査
・
流
出
対
策
室
長
・
・
・
課
長
補
佐
（
予
算
）

室
長
補
佐

出
対
策
室
長
・
・
・
課
長
補
佐
（
予
算
）

室
長
補
佐
（
広
報
室
長
、
化

（
広
報
室
長
、
化
学
物
質
安
全
室
長
、
化
学
兵
器
・
麻
薬
原
料
等
規
制
対

学
物
質
安
全
室
長
、
化
学
兵
器
・
麻
薬
原
料
等
規
制
対
策
室
長
、
企
業
財

策
室
長
、
企
業
財
務
室
長
、
経
済
社
会
政
策
室
長
、
知
的
財
産
政
策
室
長

務
室
長
、
経
済
社
会
政
策
室
長
、
知
的
財
産
政
策
室
長
、
国
際
室
長
、
大

、
情
報
保
全
室
長
、
国
際
室
長
、
大
学
連
携
推
進
室
長
、
計
量
行
政
室
長

学
連
携
推
進
室
長
、
計
量
行
政
室
長
、
地
球
環
境
対
策
室
長
、
環
境
経
済

、
地
球
環
境
対
策
室
長
、
環
境
経
済
室
長
、
環
境
金
融
室
長
、
環
境
管
理

室
長
、
環
境
金
融
室
長
、
環
境
管
理
推
進
室
長
又
は
ア
ル
コ
ー
ル
室
長
の

推
進
室
長
又
は
ア
ル
コ
ー
ル
室
長
の
職
務
全
般
に
つ
い
て
こ
れ
を
直
接
補

職
務
全
般
に
つ
い
て
こ
れ
を
直
接
補
佐
す
る
者
に
限
る
。
）

参
事
官
補

佐
す
る
者
に
限
る
。
）

参
事
官
補
佐
（
参
事
官
の
職
務
全
般
に
つ
い
て

佐
（
参
事
官
の
職
務
全
般
に
つ
い
て
こ
れ
を
直
接
補
佐
す
る
者
に
限
る
。

こ
れ
を
直
接
補
佐
す
る
者
に
限
る
。
）

・
・
・

）

・
・
・

環

境

省

内

部

部

局

・
・
・
環
境
影
響
審
査
室
長

洋
上
風
力
環
境
調
査
室
長

保
健
業
務
室

・
・
・
環
境
影
響
審
査
室
長

保
健
業
務
室
長

特
殊
疾
病
対
策
室
長
・



長

特
殊
疾
病
対
策
室
長
・
・
・
循
環
型
社
会
推
進
室
長

浄
化
槽
推
進

・
・
循
環
型
社
会
推
進
室
長

リ
サ
イ
ク
ル
推
進
室
長

浄
化
槽
推
進
室

室
長

放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
対
策
事
業
企
画
室
長

放
射
性
物
質
汚

長

放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
対
策
室
長

課
長
補
佐
（
総
括
）
・
・
・

染
廃
棄
物
対
策
事
業
推
進
室
長

課
長
補
佐
（
総
括
）
・
・
・

原
子
力
規
制
委

原
子
力
規
制
庁

・
・
・
企
画
調
査
官
（
人
事
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
者
に
限
る
。
）

・
・
・
企
画
調
査
官
（
人
事
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
者
に
限
る
。
）

員
会

放
射
線
環
境
対
策
室
長
・
・
・

保
障
措
置
室
長

放
射
線
環
境
対
策
室
長
・
・
・

改
正
後

改
正
前

備

考

備

考

１

こ
の
表
の
・
・
・
組
織
に
関
す
る
定
め
に
よ
り
令
和
七
年
八
月
三
十
一
日
に
お
い
て

１

こ
の
表
の
・
・
・
組
織
に
関
す
る
定
め
に
よ
り
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
に
お
い
て

設
置
さ
れ
て
い
た
官
職
を
占
め
て
い
る
職
員
と
す
る
。

設
置
さ
れ
て
い
た
官
職
を
占
め
て
い
る
職
員
と
す
る
。


